
令和４年度 神奈川大学 栃木県宮陵会 総会 
 

日 時：令和４年７月１７日（日）１５時～１７時 
場 所：ホテルマイステイズ宇都宮 

１．開会 
 

２．挨拶 
・栃木県宮陵会         会  長   三 橋 英 之 
・学校法人神奈川大学      管財部長  瀬 田 高 央 様 
・一般社団法人神奈川大学宮陵会 専務理事  佐 藤   武 様 

 
３．御紹介 

・２０２１年秋の叙勲「瑞宝小綬章」     佐 藤 節 夫 氏 
・栃木県議会「第１０９代議長」       山 形 修 治 氏 
・新規会員（３名） 

 
４．議事 

(1) 令和元～３年度事業報告 
・事業実績報告 
・収支決算報告、監査報告 

(2) 令和４年度事業計画 
・事業計画（案） 
・収支予算（案） 

(3) その他 
・令和４～５年度役員（案） 
・栃木県宮陵会会則の改訂（案） 

 
５．閉会 

 
６．記念撮影 

 
 
≪懇親会≫ 

 
１．挨拶、乾杯 

・栃木県宮陵会         幹  事 
 

２．歓談 
     ・大抽選会 

・自己紹介と近況報告 
 

３．中締め 
・栃木県宮陵会         副 会 長 

 



～ ～ ～ ～ ～ 来 賓 紹 介 ～ ～ ～ ～ ～ 

 

 

瀬田 高央（せた たかひろ）様 

 

学校法人神奈川大学 管財部長 

 

昭和６３年 神奈川大学 法学部 法律学科卒 

 

 

 

佐藤  武（さとう たけし）様 

 

学校法人神奈川大学 理事長付審議役 

一般社団法人神奈川大学宮陵会 専務理事 

 

昭和５６年 神奈川大学 経済学部 経済学科卒 

 



出席者名簿

№ 卒業年度 卒業学部 氏　名 備考

1 1963 機械工学科 村上　尚司 栃木市

2 1966 経済学科 池　　 勝好 壬生町

3 1967 貿易学科 高田　政直 宇都宮市

4 1968 貿易学科 小沼　一正 宇都宮市

5 1968 機械工学科 藤戸　時一 宇都宮市 欠席

6 1969 機械工学科 瀬在　 　宏 宇都宮市

7 1969 経済学科 小口　啓夫 宇都宮市 R04.6入会・初参加

8 1970 法律学科 木村　朋之 宇都宮市

9 1972 法律学科 亀井　光夫 宇都宮市

10 1975 経済学科 柴田　道夫 宇都宮市

11 1980 経済学科 髙橋　廣宣 宇都宮市

12 1980 法律学科 川中子 武保 宇都宮市

13 1981 法律学科 小堀　茂雄 宇都宮市

14 1982 経済学科 伊藤　秀明 宇都宮市

15 1983 電気工学科 森　　 圭一 上三川町

16 1985 工業経営学科 後藤　正明 小山市

17 1985 法律学科 三橋　英之 宇都宮市

18 1987 法律学科 山形　修治 茂木町

19 1987 英語英文学科 松島　貴子 宇都宮市

20 1988 経済学科 中田　剛史 宇都宮市 H31.4入会・初参加

21 1988 応用化学科 松島　　 章 宇都宮市

22 1989 貿易学科（２部） 和賀井　聡 宇都宮市

23 1994 建築学科 神原　敦子 宇都宮市

24 2000 電気工学科 三橋　一成 真岡市

25 2020 建築学科 遠藤　正人 壬生町 R04.5入会・初参加







行　　事 報　　告

令和元年 ６月 ２１日 トライアスロン部（関東選手権）に差入れ
アクエリアス
(500mL*24本)

７月 ６日 総会　（ホテルマイステイズ宇都宮） ３６名参加

１１日 栃木県宮陵会設立５４周年記念日 －

７～９月 運動部等の栃木合宿を応援 本年度は無し

９月 １４日 父母懇談会で就職講話　（宇都宮グランドホテル） 松島・中田出席

地域代表者会議　（活動状況の講演依頼あり）

第２５回ホームカミングデー　（横浜キャンパス）

１１月 ２１日 第６回ゴルフコンペ １０名参加

１２月 １４日 第１回役員会・忘年会 ２５名参加

令和２年 ３月 ３１日 第２回役員会　（決算）

年　月　日

令和元年度　事業実績報告

台風で中止１３日１０月





行　　事 報　　告

令和２年 ４月 １０日
神奈川大学宮陵会（本部）より、新型コロナ感染
拡大対策として「総会等の中止」に関する連絡

５月 １日
神奈川大学栃木県宮陵会の会員へ「当面総会
等の中止」について案内

はがき・ＨＰ掲載

７月 １１日 栃木県宮陵会設立５５周年記念日

（以下、活動無し）

令和２年度　事業実績報告

年　月　日





行　　事 報　　告

令和３年 （前年度同様、活動無し）

７月 １１日 栃木県宮陵会設立５６周年記念日

令和３年度　事業実績報告

年　月　日





行　　事 備　考

令和４年 ７月 １１日 栃木県宮陵会設立５７周年記念日

１７日 総会　（ホテルマイステイズ宇都宮）

～９月 新卒者の県内就職情報収集

運動部等の栃木合宿を応援

１０月 未定 第２５回ホームカミングデー　（横浜キャンパス） ＨＰ案内のみ

１１月 第６回ゴルフコンペ

１２月 第１回役員会・忘年会

令和５年 ３月 第２回役員会　（決算）

７月 上旬 総会 第１～２土曜日

年　月　日

令和４年度 神奈川大学 栃木県宮陵会 事業計画（案）



１、収入の部 （円）

費目 内訳
令和元年度

予算　※
令和４年度

予算
増減 備考

会費 支部会員より 70,000 70,000 0 ＠2,000円×35人

交付金 宮陵会より 44,800 45,200 400 ＠2,000円×10人（女性会員）

＠126円×200人（通信費）

繰越金 前年度残金 161,888 175,575 13,687

雑収入 銀行利息、他 12 25 13

合計 276,700 290,800 14,100

※ 令和２～３年度は活動がありませんでしたので、令和元年度を参考掲載。

２、支出の部 （円）

費目 内訳
令和元年度

予算　※
令和４年度

予算
増減 備考

運営費 親睦事業 100,000 100,000 0
懇親会の差額負担 (60,000)
ゴルフコンペ賞品 (10,000) 他

ボランティア活動 30,000 30,000 0

応援費 30,000 30,000 0 部活動の栃木合宿差入れ 等

交通費 10,000 10,000 0

事務費 通信費 30,000 30,000 0 往復はがき

印刷費 5,000 5,000 0

事務用品費 5,000 5,000 0 コピー用紙　等

予備費 66,700 80,800 14,100 バスツアー積立金（扱い）

合計 276,700 290,800 14,100

※ 令和２～３年度は活動がありませんでしたので、令和元年度を参考掲載。

令和４度 神奈川大学 栃木県宮陵会　収支予算書（案）



役 員 名 氏 名 卒業年度 卒業学部

会長 三橋　英之 １９８５年 法学部 法律学科

※ 副会長 高田　政直 １９６７年 経済学部 貿易学科

〃 小沼　一正 １９６８年 経済学部 貿易学科

〃 佐藤　節夫 １９６８年 経済学部 経済学科

〃 大森　敏秋 １９７４年 経済学部 経済学科

幹事 高橋　廣宣 １９８０年 経済学部 経済学科

※ 〃 川中子　武保 １９８０年 法学部 法律学科

〃 伊藤　秀明 １９８２年 経済学部 経済学科

〃 三橋　一成 ２０００年 工学部 電気工学科

事務局長 松島　　章 １９８８年 工学部 応用化学科

会計 上野　　元 ２０１１年 法学部 法律学科

会計監事 和賀井　聡 １９８９年 経済学部 貿易学科（２部）

相談役 村上　尚司 １９６３年 工学部 機械工学科

〃 柴田　勇一 １９６４年 法経学部 経済学科

令和４～５年度 神奈川大学 栃木県宮陵会 役員（案）



神奈川大学 栃木県宮陵会 会則 （案） 

 
(名称) 
第 1 条 本会は、神奈川大学栃木県宮陵会と称する。 
 
(事務所の所在地) 
第 2 条 本会は、事務所を事務局長（松島章）自宅の栃木県宇都宮市駒生町に置く。 
 
(目的) 
第 3 条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び宮陵会の発展に寄与

することを目的とする。 
 
(事業) 
第 4 条 本会は、次の事業を行う。 

(1) 総会・役員会の開催 
(2) 会員相互の親睦をはかる事業 
(3) 母校の課外活動応援 
(4) 会員名簿の整備 
(5) 各種ボランティア活動への協力 
(6) その他目的に関する必要な事業 

 
(会員) 
第 5 条 本会は、横浜専門学校、神奈川大学、同大学院及び神奈川大学短期大学部を卒業

した者で、栃木県に在住及び勤務するもの、並びにこれに準ずる者をもって組織する。 
 
(役員) 
第 6 条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会  長   １名 
(2) 副 会 長  若干名 
(3) 事務局長   １名 
(4) 会  計   １名 
(5) 幹  事  若干名 
(6) 会計監事   １名 
(7) 相 談 役  若干名 

 
 (役員の選任) 
第 7 条 役員は、総会において選任する。 
 
(役員の任期) 
第 8 条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 



 
(役員の職務) 
第 9 条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。 
第 10 条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する。 
 
(役員会) 
第 11 条 役員会は、必要に応じて随時開催する。 
2 役員会は、会長が招集する。 
 
(総会) 
第 12 条 総会は、原則として年１回開催するほか、必要に応じて随時開催する。 
 
(資金) 
第 13 条 本会の運営資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 
 
(会費) 
第 14 条 本会の会費は、年額２，０００円とする。ただし、必要に応じ臨時に会費を徴収

することがある。 
2 会費の改訂は、総会において行う。 
 
(慶弔金) 
第 15 条 慶弔金の支給対象となる事由は次の各号のとおりとし、その金額は会長が決定す

る。 
(1) 本人の結婚 
(2) 本人又は配偶者の出産 
(3) 本人の死亡 
(4) その他、会長が必要と認める場合 

 
(会計年度) 
第 16 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 
 
(会則の変更) 
第 17 条 本会則の改正は、総会において行う。 
 
附則 
この会則は、平成２４年７月１４日から施行する。 
この会則は、令和４年７月１７日から施行する。 
 
 
 










